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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】健康監視システムにおいて用いるべき個人の遠
隔健康監視データを提供するための方法およびシステム
を提供する。
【解決手段】生命徴候の測定を行なうことと、生命徴候
を表わすデータを受け取って記憶することと、監視対象
個人の状態に関する情報を視覚表示用に提供することと
、を含んでいる。また、生命徴候の測定に加えて監視対
象個人の行動データの連続測定を行なうステップと、生
命徴候の測定の信頼性を高めるために、生命徴候を表わ
すデータを行動データに基づいて検証するステップと、
を含んでいる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健康監視システムにおいて用いるべき個人の遠隔健康監視データを提供するための方法
であって、
　前記監視対象個人の生命徴候の測定を行なうステップと、
　前記測定の結果において得られた前記生命徴候を表わすデータを受け取って記憶するス
テップと、
　前記監視対象個人の状態に関する情報を視覚表示用に提供するステップと、を含み、
　前記生命徴候の前記測定に加えて前記監視対象個人の行動データの連続測定を行なうス
テップと、
　前記生命徴候を表わす前記データを前記行動データに基づいて検証するステップと、を
さらに含む方法。
【請求項２】
　前記生命徴候測定には、生命徴候測定装置によって行なう測定が含まれる請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記監視対象個人の行動データの連続測定を行なう前記ステップには、
　前記個人の動作および／または場所を、より大きい領域において、固定設置された動作
センサによって決定するステップと、
　身体装着式センサによって前記個人の選択された身体部分の動作の速度および／または
加速度を検知することによって、前記個人の動作行為を決定するステップと、のうちのい
ずれかが含まれる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定した行動データを、前記生命徴候の測定の度に前記個人の基準または所要の行
動データと比較して、前記基準または所要の行動データから逸脱した場合に、メッセージ
（音響および／または視覚）を発生させて、前記監視対象個人に通信する請求項３に記載
の方法。
【請求項５】
　前記基準または所要の行動データを、すべてのタイプの生命徴候測定値に対して所定の
経験値として記憶する請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記メッセージは、前記個人に、特定の測定の前記所要の行動状況を思い出させ、前記
測定の前記所要の行動状況を設定してから所定の時間後に前記測定を行なうことを提案す
る請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記個人に前記所定の時間が満了したことを思い出させるメッセージを発生させる請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記決定した行動データを、前記生命徴候の測定の度に前記個人の基準または所要の行
動データと比較して、前記基準または所要の行動データから逸脱した場合に、前記生命徴
候の前記測定の結果を前記測定状況でラベル付けして、信頼できるデータではないとして
取り扱う請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　個人の遠隔健康監視データを提供するためのシステムであって、
　前記監視対象個人の場所における複数のサブシステム（２１～２３）であって、サブシ
ステム制御ユニット（１０）と、前記監視対象個人の生命徴候を測定するための少なくと
も１つの測定ユニット（１１～１５）と、を含み、前記少なくとも１つの測定ユニットの
少なくとも一部は、前記サブシステム制御ユニット（１０）と通信状態にある、複数のサ
ブシステムと、
　前記複数のサブシステム（２１～２３）と通信状態にある中央データ・サーバ・ステー
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ション（２０）と、
　前記中央ステーション（１０）と通信状態にあり、視覚表示用の情報を提供するための
監視側端末（２４、２５、２５）と、を含み、
　前記サブシステム制御ユニット（１０）は、前記生命徴候の前記測定の信頼性を高める
ために前記生命徴候の前記測定に加えて前記監視対象個人の行動データの連続測定を行な
うために、少なくとも１つの測定ユニット（１６、１７）に接続され、
　前記サブシステム制御ユニット（１０）は、前記生命徴候の前記測定および前記行動デ
ータの前記連続測定の結果を受け取って記憶して、前記生命徴候を表わす前記データを前
記行動データに基づいて検証するように構成されているシステム。
【請求項１０】
　前記監視対象個人の生命徴候を測定するための前記測定ユニット（１１～１５）は、前
記監視対象個人の体重、温度、血圧、血糖、およびＥＣＧまたは任意の他の生命徴候を測
定するための測定ユニットを含む群から選択される請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記監視対象個人の行動データの連続測定を行なうための前記測定ユニットは、
　選択領域における前記個人の動作および／または場所を決定するための少なくとも１つ
の固定設置された動作センサ（１６）と、
　前記個人の選択された身体部分の動作の速度および／または加速度などの行為を検知し
て、前記個人の前記動作行為を決定するための少なくとも１つの身体装着式センサ（１７
）と、のうちのいずれかを含む請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記監視対象個人の生命徴候を測定するための前記測定ユニット（１１～１５）の少な
くとも一部は、ワイヤを通して前記の前記サブシステム制御ユニット（１０）に接続され
ている請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　生命徴候を測定するための前記測定ユニット（１１～１５）および前記監視対象個人の
行動データの連続測定を行なうための前記測定ユニット（１６、１７）の少なくとも一部
は、無線接続を通して前記の前記サブシステム制御ユニット（１０）に接続されている請
求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　個人の遠隔健康監視データを提供するためのシステムであって、
　前記監視対象個人の場所における複数のサブシステム（２１～２３）であって、サブシ
ステム制御ユニット（１０）と、前記監視対象個人の生命徴候を測定するための少なくと
も１つの測定ユニット（１１～１５）と、を含み、前記少なくとも１つの測定ユニットの
少なくとも一部は、前記サブシステム制御ユニットと通信状態にある、複数のサブシステ
ムと、
　前記サブシステム（２１～２３）と通信状態にある中央データ・サーバ・ステーション
（２０）と、
　前記中央ステーション（２０）と通信状態にあり、視覚表示用の情報を提供するための
監視側端末（２４、２５、２６）と、を含み、
　前記サブシステム制御ユニット（１０）は、前記生命徴候の前記測定の信頼性を高める
ために前記生命徴候の前記測定に加えて前記監視対象個人の行動データの連続測定を行な
うために、少なくとも１つの測定ユニット（１６、１７）に接続され、
　前記中央データ・サーバ・ユニット（２０）は、前記生命徴候の前記測定および前記行
動データの前記連続測定の結果を受け取って記憶して、前記生命徴候を表わす前記データ
を前記行動データに基づいて検証するように構成されているシステム。
【請求項１５】
　前記監視対象個人の生命徴候を測定するための前記測定ユニット（１１～１５）は、前
記監視対象個人の体重、温度、血圧、血糖、およびＥＣＧまたは任意の他の生命徴候を測
定するための測定ユニットを含む群から選択される請求項１５に記載のシステム。
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【請求項１６】
　前記監視対象個人の行動データの連続測定を行なうための前記測定ユニットは、
　選択領域における前記個人の動作および／または場所を決定するための少なくとも１つ
の固定設置された動作センサ（１６）と、
　前記個人の選択された身体部分の動作の速度および／または加速度を検知して、前記個
人の前記動作行為を決定するための少なくとも１つの身体装着式センサ（１７）と、のう
ちのいずれかを含む請求項１５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的に、遠隔の健康監視に関し、詳細には、遠隔健康監視データを信頼性の
高い方法で提供するための方法に関する。本発明はさらに、遠隔健康監視データを提供す
るためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　個人の健康監視、特に高齢者の健康監視を本人の自宅で行なうことは、ますます重要に
なりつつある。なぜならば、病院がひどく混雑したり、遠すぎたり、または費用がかかり
すぎることが、長期に渡ってよく起こるからである。従来、高齢者の遠隔の健康管理を容
易にするために、また異なるレベルにおける介護者用の健康監視データを、専門医から医
療従事者を通して家族構成員に提供するための方法およびシステムを実現するために、多
くの試みがなされている。収集された情報に基づいて、ある種の診断を医療スタッフが繰
り返して行なうことができるか、服薬説明書を必要に応じて変えることができるか、また
は単純に、診ている年老いた家族にいつ来てもらうかまたは訪問するかについて信号を家
族構成員に与える場合がある。それぞれの場合において、信頼性の高い情報を集めること
が不可欠であるが、これは、個人の自宅で動作する現在使用されているシステムを用いる
場合にはいつも可能なわけではない。
【０００３】
　患者は通常、高齢者であり、通常、慢性症状（しばしば、神経性疾患）を持っているた
め、その人達の行為を予測することはできない。測定は、ほとんどの場合、患者が行ない
、何ら専門家のサポートはない。そのため、測定手順が適切に実行されることは保証し難
い。
【０００４】
　多くの自宅監視システムが市販されている。ほとんどのシステムにおいて、患者が種々
の測定を行なってその結果を医師に送り、調べてもらうことが可能である。患者の監視を
監督する医療専門家は、その判定を、これらの測定結果に基づいて行なうため、この情報
の品質および信頼性が不可欠である。
【０００５】
　米国特許第７，６８４，９９９号明細書には、ユーザ・ベースの監視システムが開示さ
れている。この監視システムには、遠隔のユーザ・ベースのサブシステムが含まれ、この
サブ・システムは、少なくとも１つのディスプレイと互いに通信状態にある少なくとも２
つのマイクロプロセッサ・ベース・ユニットとを有している。サブシステムは、ユーザ関
連データの収集を容易にするように構成されている。またシステムは少なくとも１つの中
央サーバを有している。中央サーバは、ユーザ・ベースのサブシステムから遠隔に配置さ
れ、このサブシステムとの双方向通信用に構成されて、ユーザ・ベースのサブシステムと
の間で信号通信を受け取って送出することができるようになっている。またシステムは、
中央サーバから遠隔に配置された少なくとも１つの許可されたユーザ・コンピュータを有
している。このユーザ・コンピュータは、中央サーバと双方向信号通信を行なって、遠隔
のユーザ・ベース・サブシステムが収集したユーザ関連データを受け取り、許可ユーザが
中央サーバと通信することを可能にするように構成されている。このシステムは、とりわ
け、システム・ユーザの健康を遠隔に監視することに適している。
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【０００６】
　現在の市販のシステムでは、測定は患者が行ない、測定データの信頼性が高いか否かの
判定は、監督している医療専門家の責任である。
【０００７】
　インテルの健康ガイドのような一部のシステムでは、データのある程度の検証を行なっ
ているが、測定結果自体に基づいている。たとえば、測定した血圧が高すぎた場合には、
患者に質問して、患者が本人の適切な薬剤を取ったか否か、または測定前に何らかの激し
い行為を行なったか否かを聞く。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第７，６８４，９９９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来技術のシステムおよび方法の不利点のために、種々の疾患を患っている高齢者また
は患者が自ら行なう測定の信頼性を向上させることまたは測定の結果を検証することを可
能にする方法およびシステムを提供することが常に求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一実施形態においては、健康監視システムにおいて用いるべき個人の遠隔健康監視デー
タを提供するための方法であって、監視対象個人の生命徴候の測定を行なうステップと、
測定の結果において得られた生命徴候を表わすデータ受け取って記憶するステップと、監
視対象個人の状態に関する情報を視覚表示用に提供するステップと、を含む方法が提案さ
れる。本方法はさらに、生命徴候の測定に加えて監視対象個人の行動データの連続測定を
行なうステップと、生命徴候の測定の信頼性を高めるために、生命徴候を表わすデータを
行動データに基づいて検証するステップと、を含んでいる。
【００１１】
　別の典型的な実施形態においては、個人の遠隔健康監視データを提供するためのシステ
ムであって、監視対象個人の場所における複数のサブシステムであって、サブシステム制
御ユニットと、監視対象個人の生命徴候を測定するための少なくとも１つの測定ユニット
とを含み、少なくとも１つの測定ユニットの少なくとも一部は、サブシステム制御ユニッ
トと通信状態にある、複数のサブシステムと、複数のサブシステムと通信状態にある中央
データ・サーバ・ステーションと、中央ステーションと通信状態にあり、視覚表示用の情
報を提供するための監視側端末と、を含むシステムが提案される。
【００１２】
　サブシステム制御ユニットは、生命徴候の測定の信頼性を高めるために生命徴候の測定
に加えて監視対象個人の行動データの連続測定を行なうために、少なくとも１つの測定ユ
ニットに接続されている。
【００１３】
　サブシステム制御ユニットは、生命徴候の測定および行動データの連続測定の結果を記
憶し、生命徴候を表わすデータを行動データに基づいて検証するように構成されている。
【００１４】
　本発明のさらなる実施形態においては、システムの改善が提案され、サブシステム制御
ユニットは、生命徴候の測定の信頼性を高めるために生命徴候の別個の測定に加えて監視
対象個人の行動データの連続測定を行なうために、少なくとも１つの測定ユニットに接続
され、中央データ収集および処理ステーションは、生命徴候の別個の測定および行動デー
タの連続測定の結果を受け取って記憶して、生命徴候を表わすデータを行動データに基づ
いて検証するように構成されている。
【００１５】
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　本発明のさらなる優位な実施形態が従属請求項において提供されている。
【００１６】
　遠隔健康監視データを提供するための提案された方法およびシステムによって、種々の
疾患を患っている高齢者または患者が、医療支援から遠方にある任意の場所において（た
とえば、自宅環境において）自ら行なう生命徴候（たとえば、血圧、血糖、ＥＣＧ、体重
など）の測定の信頼性を向上させることまたは測定の結果を検証することが可能になる。
【００１７】
　このような向上により、医療専門家および他の介護人は、個人の現在の健康状態を評価
する際に、個人相談または臨床検査を行なうことなくより信頼性の高いデータを用いるこ
とができ、そのため、より速く、安価で、したがってより効果的である。
【００１８】
　次に、本発明を添付図面を参照して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】監視サブシステムの実施形態の概略的なブロック図である。
【図２】遠隔監視を行なうための拡張システムの実施形態の概略的なブロック図である。
【図３】自宅環境における行動の監視システムの実施形態の概略図である。
【図４】生命徴候測定を行なうための方法の実施形態の概略的なフロー図である。
【図５】生命徴候測定を行なうための方法の別の実施形態の概略的なフロー図である。
【図６】検証された生命徴候測定を行なうための方法の実施形態の概略的なフロー図であ
る。
【図７】検証された生命徴候測定を行なうための方法の別の実施形態の概略的なフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　最初に、図１を参照して、監視システムのサブシステムの一実施形態の概略的なブロッ
ク図を示す。監視システムについては、図２に基づいてより詳細に説明する。サブシステ
ムには、サブシステム制御ユニット１０（ホーム・ハブとも呼ばれる）と、監視対象個人
の生命徴候を測定するための少なくとも１つの測定ユニット１１～１５とが設けられてい
る。生命徴候を測定するための測定ユニット１１～１５は、サブシステム制御ユニット１
０への通信リンクを有している（点線１１’～１５’によって示す）。これらの通信リン
ク１１’～１５’は、有線通信リンクまたは無線通信リンクによって行なっても良い。監
視対象個人の生命徴候を測定するための測定ユニット１１～１５には、たとえば以下のも
のが含まれていても良い（しかし排他的ではない）。血圧を測定するための血圧計１１、
血糖を測定するための血糖値計１２、体重を決定するための体重計１３、ＥＣＧデータを
提供するためのＥＣＧ監視装置１４、および被監視者との相互作用を伴う他の生命徴候セ
ンサ１５である。これらの測定ユニット１１～１５の一部または全部は、サブシステム制
御ユニット１０への無線通信リンクを有していても良い（点線１１’～１５’によって示
す）。無線通信は、ブルートゥース、ジグビー、ＷｉＦｉ、または他の標準化された仕様
または供給業者固有の独自の仕様による無線通信を用いることによって行なっても良い。
無線通信範囲の外にあるかまたは無線通信能力がないいくつかの装置を、サブシステム制
御ユニット１０に通信ワイヤ（たとえばＵＳＢケーブルなど）によって接続しても良い。
生命徴候測定装置は、専用の装置である必要はなく、規格品として利用可能な任意の測定
装置が好適な場合があり、何ら接続可能性のないものでもそうである。この場合、システ
ム内で用いるホーム・ハブ１０には、ユーザがこのような測定装置（たとえば、バスルー
ム体重計１３）から得た測定結果を入力することができるように、手動入力の能力がなく
てはならない。このような装置を用いて、個人は、結果を装置から読み、値をホーム・ハ
ブの入力装置（タッチスクリーン、キーボード、または同様のもの）を用いて入力（タイ
プ）する。高齢者または患者が生命徴候測定を自力で行なうことを補佐するためのこのよ
うなサブシステムは、従来技術（たとえば米国特許第７，６８４，９９９号明細書に開示
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されたもの）において知られている。
【００２１】
　またサブシステム制御ユニット１０の一実施形態には、少なくとも１つの測定ユニット
１６および１７が設けられている。測定ユニット１６および１７は、被監視者との実質的
な相互作用を何ら伴わずに生命徴候の測定の信頼性を高めるために、生命徴候の別個の測
定に加えて監視対象個人の行動データの連続測定を行なうものである。この場合、サブシ
ステム制御ユニット１０は、生命徴候の別個の測定および行動データの連続測定の結果を
受け取って記憶するように構成されている。サブシステム制御ユニット１０は、収集した
行動データを用いて、遠隔監視対象個人の生命徴候を表わすデータを検証する。監視対象
個人の行動データの連続測定を行なうための測定ユニット１６および１７には、たとえば
以下のものが含まれていても良い（しかし排他的ではない）。選択領域における個人の動
作および／もしくは場所を決定するための少なくとも１つの固定設置された動作センサ１
６、ならびに／または個人の選択された身体部分の動作の速度および／もしくは加速度な
どの行為を検知して、個人の動作行為を決定するための少なくとも１つの身体装着式セン
サ１７である。固定設置された動作センサ１６は、サブシステム制御ユニット１０との通
信を、無線または有線通信リンク１６’を用いて行なっても良い。しかし、身体装着式セ
ンサ１７の場合は、装着者の本人の動きを制限することが決してないように、サブシステ
ム制御ユニット１０と無線通信リンク１７’を用いて通信しているならば、より優位な場
合がある。有線または無線通信リンク１６’および１７’として、同じかまたは同様の通
信リンクを、生命徴候を測定するための測定ユニット１１～１５に対して用いるリンクと
して選んでも良い。
【００２２】
　固定設置センサ１６はたとえば、監視対象個人の生活領域の壁または他の家具もしくは
機器上に設置された動作検出器または接触センサであっても良い。これらのセンサ１６は
被監視者と直接接触してはいない。接触センサ（別個に示さず）は、被監視領域において
異なる機能を持つことができる。典型的な据え付け地点は、住宅／集合住宅の正面入口、
開いているかまたは閉じているかが分かっていると有用な場合があるドア（たとえば、バ
スルームのドア）、家庭用品のドア（たとえば、冷蔵庫のドア）、および健康管理に関係
した監視の重大な場所（たとえば、人がすべての医薬品を閉じた引き出しまたは箱に保管
している場合、この保管器のドア）である。動作センサ１６たとえば受動の赤外線センサ
（ＰＩＲセンサ）ＮＯは、その視野内の物体から放射される赤外光を測定することができ
る。実際の動作が検出されるのは、ある温度を伴う赤外線源ＮＯが、別の温度を伴う赤外
線源の前方でその位置を変えたときであり、今の場合では、人が監視領域内のセンサの視
野を通過したときである。予め規定された閾値よりも大きい量の動作があったら、センサ
１６は信号をサブシステム制御ユニット１０に送る。
【００２３】
　身体装着式センサ１７は、たとえば、身体の一部に（好ましくは、装着者の手もしくは
腕に、または脚もしくは足に）固定した行為センサ（たとえば速度または加速度センサ）
であっても良い。これらのセンサ１７は被監視者と直接接触している。身体装着式センサ
またはアクティグラフ１７（一般的にこう呼ばれる）は、装着式機器であり、ほとんどの
場合、腕時計と同様に手首に装着される。ユニット１７は、機器自体の動き（したがって
、患者の手首の動き）を継続的に記録する。このデータを用いて、被監視者の動作（全体
的な行為、ステップ・カウントなど）を計算することができる。
【００２４】
　アクティグラフ・ユニット１７は一般的に以下のものからなる。ユニットの加速度を検
出する加速度計（３軸に沿って）、永久記憶装置にアップロードされるまで記録データを
記憶するメモリ、ホームハブと通信して収集データを送るインターフェース（今の場合で
は、ブルートゥース・ユニット）、電池である。
【００２５】
　またドッキング・ユニットが機器の一部である。ドッキング・ユニットは電源を有して
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いる。ドッキング・ユニットには２つの目的がある。アクティグラフの電池を、それがド
ッキング・ユニットに配置されたときに充電すること、アクティグラフが、ドッキング・
ユニットに配置されたか否かを検出することができ、その設定に基づいて、データ転送を
開始することができること、である。
【００２６】
　アクティグラフ１７の通常の使用は、被監視者が、起きている時間にユニットを着用し
、起床したときにそれを身に付け、夜、寝る前にそれをそのドッキング・ユニット内に入
れることである。したがって、起きている時間の間に、アクティグラフ１７は、被監視者
が行なうすべての動作を収集し、一方で、被監視者が眠っている間に、ユニットの電池を
充電して、収集したデータをすべてデータ記憶ユニット（たとえば、今の場合はホーム・
ハブ１０）に転送する。
【００２７】
　図２に、上述のサブシステムを用いた遠隔の健康監視システムを概略的に示す。システ
ムには、複数のサブシステム２１、２２、２３が、医療支援から遠方にある監視対象個人
の場所に（たとえば自宅環境に）含まれている。最も単純な場合、サブシステム（たとえ
ばサブシステム２１）を、監視端末２４、２５、２６（たとえば監視端末２４）に、通信
チャネル２１’を介して接続しても良い。通信チャネル２１’は、無線またはケーブル通
信チャネルであっても良い。この場合、監視者は、一度に１人の監視対象個人のみに対し
てアクセスできても良い。被監視者が変わる度に、別の通信チャネルに再接続する必要が
あるであろう。この問題は、中央通信およびデータ・サーバ２０を用いて解決することが
できる。中央通信およびデータ・サーバ２０は、サブシステム２１、２２、２３との通信
を、データ通信チャネルを介して、ケーブルまたは無線インターフェースを通して行なう
ことができる。好ましくは、システムには、いくらかの監視端末２４、２５、２６も含ま
れている。監視端末は、中央サーバ・ステーション２０と通信して、視覚表示用の情報を
監視者（たとえば医療専門家および／または介護人および／または許可された家族構成員
）に提供することができる。各監視者グループは、サブシステム２１、２２、２３および
中央サーバ・ユニット２０が提供する監視情報にアクセスする所定のアクセス権カテゴリ
を有する。医療専門家には、たとえば、患者データの閲覧および個々の患者に対する監視
パラメータの設定などの機能に対して許可を与えても良い。介護人には、患者データの閲
覧およびそれに基づく種々の報告書の作成に対して許可を与えても良い。家族構成員には
、対応する親類にアクセスして本人の健康状態に関する情報を有することに対して許可を
与えても良い。監視端末２４、２５、２６を中央サーバ２０に接続することを、無線通信
チャネルもしくはケーブル通信チャネルを通して、または無線通信チャネルおよびケーブ
ル通信チャネル２４’、２５’、２６’の組み合わせ（たとえばインターネット２７）を
通して行なっても良い。インターネットを通信チャネルとして用いることによって、遠隔
健康監視システムの要素を世界の任意の場所に、何ら限定されることなく設定することが
できる。したがって、最も柔軟な構成においては、システムの要素（たとえば、サブシス
テム２１、２２、２３）は、通信リンク２１’、２２’、２３’を通して、中央サーバ・
ユニット２０は通信リンク２０’および２０”を通して、ならびに監視端末２４、２５、
２６は通信リンク２４’、２５’、２６’を通して、インターネット２７に接続されてい
る。図２の一般的な構成において、中央サーバ・ステーション２０は、接続されたホーム
・ハブ（サブシステム制御ユニット）からすべてのデータを受け取って記憶し、システム
に含まれるすべての個人の健康状態に関する情報に対するアクセス権を、許可された監視
者に与える。
【００２８】
　個人の健康状態パラメータを遠隔に決定するためのシステムのこの構成では、サブシス
テム制御ユニット１０は、生命徴候の測定の信頼性を高めるために生命徴候の別個の測定
に加えて監視対象個人の行動データの連続測定を行なうために、少なくとも１つの測定ユ
ニット１６、１７に接続されている（図１を参照）。サブシステム制御ユニット１０をさ
らに、生命徴候の別個の測定および行動データの連続測定の結果を受け取って記憶するこ
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と、ならびに生命徴候を表わすデータを行動データに基づいて検証することを行なうよう
に構成しても良い。この場合、サブシステム制御ユニット１０をそれぞれ、測定結果の収
集ができるだけでなく収集した行動データに基づいて結果を検証することもできるように
、プログラムしなければならない。生命徴候を表わすデータを検証するということは、生
命徴候の測定結果が、監視対象個人の健康状態を評価するために許容できかつ信頼性の高
いものであるか否かを判定することを意味する。
【００２９】
　代替的な実施形態においては、中央データ・サーバ・ステーション２０を、生命徴候の
別個の測定および行動データの連続測定の結果を受け取って記憶すること、ならびに生命
徴候を表わすデータを行動データに基づいて検証することを行なうように構成する。この
場合、サブシステム制御ユニット１０には、特別な検証プログラムを設定する必要はなく
、中央データ・サーバ・ユニット２０のみについて、測定結果の収集ができるだけでなく
収集した行動データに基づいて結果を検証することもできるように、プログラムしなけれ
ばならない。両方の場合において、監視データに対するアクセス権を有する監視者（医療
専門家、介護人、家族構成員）は、検証済みのしたがって信頼性の高い監視データを、監
視端末２４、２５、２６（図２に示す）を通して中央データ・サーバ２０から取り込んで
も良い。図２に示す例では、監視端末２４は医療専門家用の端末であり、監視端末２５は
介護人用の端末であり、監視端末２６は家族構成員用の端末である。図面に示しているの
は３つの監視端末２４、２５、２６のみであるが、当業者であれば分かるように、任意の
他の数の端末を、具体的な用途の要求に従って任意に選んでも良い。

　図３に、監視対象個人の場所における行動監視サブシステムの要素の典型的な配置を示
す。監視対象個人は好ましくは、介護者および／または医療専門家および／または家族構
成員から遠い場所にいる。この場所は通常、監視対象個人の自宅内にあっても良く、監視
対象個人は一般的に、病院から退院した高齢者または患者である。この配置において、サ
ブシステム制御ユニット１０は、図示では、いくらかの固定設置センサ１６（接触センサ
および動作センサ）を伴うサブシステム端末３０である。センサ１６は、サブシステム端
末３０に、無線またはケーブル通信チャネル通して接続されている。接触センサ（図示せ
ず）は単純な装置であり、２つのマッチング部分からなる。接触センサは一般的に、これ
らの２部分が接触しているかまたは分離しているかを検出することができ、その状態に変
化が生じると、信号をサブシステム制御ユニット１０に送る。したがって、たとえば、こ
のセンサの一方の部分がドアに設置され、他方がドアのフレームに設置されていると、セ
ンサはドアが開いているかまたは閉じているかを検出することができる。このようなセン
サを、互いに相対的に動くマッチング表面（たとえば部屋のドア、家具の一点のドアまた
は機器たとえば冷蔵庫のドア）上に取り付けても良い。この構成では、各部屋（たとえば
、バスルーム、玄関、寝室、台所、および居間）には、独自の動作検出器３１～３５があ
り、それらは好ましくは壁掛け型であっても良い。このようにして、システムは、どの部
屋に被監視者が現在いるかの情報を提供することができる。異なる重要な用途により良好
に分離された領域が存在する部屋がある場合（１つの共用領域における居間および台所）
、複数の動作センサを１つの部屋に設置して、それらの視野によって異なる領域をカバー
するように設定することができる。これらのセンサ３１～３５によって、監視対象個人と
の相互作用を何ら伴わずに連続測定が実現される。それらは、被監視者と直接接触しては
いない。サブシステム２１、２２、２３のセンサ３１～３５をこのように構成することに
よって、監視中の個人の場所に関する連続情報、さらに部屋、家具の一点、または機器の
ドアの開閉に関する情報が得られ、これらによって、監視中の個人の現在の行為について
推論することができる。
【００３０】
　図１の装着式行為センサ１７は、個人（図示せず）の身体部分に取り付けられていると
ともに、サブシステム制御ユニット１０にも、好ましくは無線通信チャンネル１７’を通
して接続されている。これらのセンサ１７によって、監視対象個人の行為（たとえば選択
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した身体部分の速度または加速度）に関する連続情報が得られる。身体装着式センサ（ア
クティグラフとも言われる）１７とサブシステム制御ユニット１０との間の無線通信リン
ク１７’は、たとえばブルートゥース、ジグビー、ＷｉＦｉ、または他の標準化された仕
様による通信リンクであっても良い。場合によっては、ジグビーが好ましい場合がある。
なぜならば、それには柔軟性があり消費電力が低いからである。
【００３１】
　サブシステム制御１０ユニットまたはホーム・ハブには、以下のものを有する汎用コン
ピュータが含まれていても良い。好適なケーブルおよび／または無線インターフェース・
ユニット、測定データを記憶するための記憶ユニット、監視対象個人と通信するための入
力および出力装置である。このような入力装置には、たとえば以下のものが含まれていて
も良い（しかし排他的ではない）。キーボード、ポインティング・デバイス（たとえばマ
ウス）、タッチパッド、またはタッチ・スクリーンなどである。出力装置には、たとえば
以下のものが含まれていても良い（しかし排他的ではない）。モニタ（好ましくはフラッ
ト・スクリーン・モニタ）、プリンタ、音響出力装置（たとえば拡声器）などである。イ
ンターフェース・ユニットは通常、サブシステム制御ユニットの構成部分を形成している
が、外部インターフェース・ユニットをサブシステム制御ユニットに、たとえばＵＳＢコ
ネクタを介して接続することもできる。このようなサブシステム制御ユニット自体は知ら
れており（たとえばインテル健康ガイド）、さらに説明する必要はない。
【００３２】
　生命徴候測定を、利用可能な測定装置を用いてユーザが行なう場合、２つのシナリオが
ある。第１のシナリオによれば、測定を、システム自体から何ら命令を受けることなく、
ユーザ自体が開始することができる。第２のシナリオによれば、システムに測定用のスケ
ジューリングが含まれている場合、測定の開始をシステム自体が要求することができる。
本明細書に記載した考え方は両方の場合に適用されるため、それらを別個に説明する必要
はなく、なぜ測定が開始されたかは問題ではない。図４および５に、これらの２つのシナ
リオを概略的なフロー図として図示する。最初のステップ５１（図５）において、サブシ
ステム（ここでは図示せず）が、監視対象個人に、スケジュールされた測定を開始するこ
とを要求する。これは、いくらかの個人が、同じ測定を実質的に同時に行なう（たとえば
、血圧、温度、体重の測定を朝におよび晩に行なう）必要がある場合であっても良い。前
述した第１のステップの後、後続のステップ（図４および５の）はすべて同一であり、し
たがって同一の引用符号を用いて同一のステップを示している。ステップ４１において、
監視対象個人は、ホーム・ハブに接続された生命徴候測定装置（ここでは図示せず）を用
いて測定を開始する（たとえば、「自分の血圧を測定する」というラベルが付されたボタ
ンを押すことによって）。これに応答して、ホーム・ハブは、以下のステップ４２におい
て「次の測定待ち」モードに切り替わる。次のステップ４３において、ユーザは、選択し
た測定を、選択した装置を用いて行なう（たとえば、自分の血圧を血圧計を用いて測定す
る）。ステップ４４において、ホーム・ハブは、測定データ（たとえば、生命徴候測定の
結果）を受け取って記憶する。こうするために、測定装置は、ホーム・ハブへの接続を開
始して、個人が測定した直後のデータを送る。ホーム・ハブは、測定結果の受け取りに確
認応答して、ユーザに測定が成功したか否かを通知する。
【００３３】
　システム・アーキテクチャに応じて、測定データを、中央データ・サーバのデータベー
スに即座に送るか、またはホームハブに記憶して、記憶できるのが一時的である場合に、
中央データ・サーバ・ユニットに送ることができる（たとえば、デイリー・パッケージで
）。収集した生命徴候測定データに基づいて、監視対象個人の実際の状態に関する情報を
、医療専門家および／または介護人および／または許可された家族構成員に、視覚表示の
形態で提供することができる。
【００３４】
　しかし、本方法の実施形態はさらに、生命徴候の別個の測定に加えて監視対象個人の行
動データの連続測定を行なうステップと、生命徴候の測定の信頼性を高めるために、生命
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徴候を表わすデータを行動データに基づいて検証するステップと、を含んでいる。
【００３５】
　図６および７を参照して、上述の特徴に関する本発明の考え方の例について説明する。
測定前および測定後において測定条件を検証する２つのアプローチがある。測定前に測定
条件を検証することおよび測定後に適切な条件を検証することである。測定前に測定条件
を検証することによって、不要な測定がなくなり、より妥当なデータ測定が確実になる。
リアル・タイム・データ処理とユーザへの即時応答とが必要である。これは、ステップ６
２が即時判定であることを意味する。そのため、続けて６３に移ると、ユーザが「自分の
血圧を測定する」ボタンを押した直後に、メッセージがスクリーン上に現れて、「この数
分間の間に深刻な行為を行なっています。緊張をほぐして３分後に測定を行なって下さい
」と示される。測定後に適切な条件を検証することは、任意の装置に対していつでも行な
うことができ、実際の測定から数日後であってもできる。当然のことながら、測定条件が
適切でなかった場合、測定を繰り返すことおよびその時点から適切なデータを収集するこ
とはできない。
【００３６】
　図６に、測定を、測定の適切な条件を検証および／または形成した後に行なうための手
順を示す。図６において明らかに分かるように、図４と関連してすでに説明したステップ
４１～４４を同じ順番で行なう。しかしステップ４１および４２間に、測定に対する適切
な条件を設定するためのステップが挿入されている。ユーザが測定を開始した（ステップ
４１）後に、ホーム・ハブは、行動データを収集および処理して測定条件が適切であるこ
とを確かめる（ステップ６１）。ステップ６２において、ホーム・ハブは、選択した測定
に対する適切な条件が満足されているか否かを判定する。そうである場合には、手順を、
通常の測定手順に従って続ける。これは図４を参照してすでに説明した通りである。しか
し選択した測定に対する適切な条件が満足されていない場合には、ホーム・ハブは、ユー
ザに、測定に対して条件が適切でないことを通知する。さらに、ホーム・ハブは、ユーザ
に、必要な条件と必要な条件を達成するために必要な行為および／または時間とを通知す
る（ステップ６３）。所定の時間後、ステップ６４において、必要な条件が満足されてい
ると予想されるときに、ユーザに、選択した測定を繰り返すように思い出させる。その結
果、ステップ４１に戻って、ユーザ（個人）が測定を開始する。
【００３７】
　図７に、測定を、測定の適切な条件を検証または設定する前に行なうための手順を示す
。図７において明らかに分かるように、図４と関連してすでに説明したステップ４１～４
４を同じ順番で行なう。しかしステップ４４において、測定した生命徴候データを受け取
るだけで、記憶することはしない。これは、データを中央データ・サーバに転送して、監
視者による取り込みを図るためである。ステップ４４の後に、測定のための適切な条件を
検査および検証するためのステップを導入する。これには、ステップ７１が含まれる。ス
テップ７１では、ホーム・ハブが行動データを収集および処理して、測定時の条件が適切
であったことを確かめる。ステップ７２では、ホーム・ハブが、選択した測定に対する適
切な条件が満足されていたか否かを判定する。そうである場合には、手順を、通常の測定
手順に従って続ける。すなわち、検証した測定結果を記憶する（ステップ４４ｂ）。しか
し選択した測定に対する適切な条件が満足されていない場合には、ホーム・ハブは、測定
データをラベル付けして（ステップ７３）、測定データを、測定条件（結果を評価する人
にとって有用なすべての情報を含む）を記載する付加的データ・ラベルとともに記憶する
（ステップ４４ｃ）。
【００３８】
　前述したように、本発明によって、既知の生命徴候測定方法に加えて行動データを被監
視者から収集することに基づく方法および方法を行なうためのシステムが提供される。こ
れを用いて、測定が、測定および被監視者に対する適切な条件で行なわれたことが確かめ
られ、本発明によるすべての測定が検証されるかまたは検証情報によってラベル付けされ
る。これには、従来の方法と比べて以下の主な優位点がある。本発明の方法によって、デ
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めることができる。代替的に、たとえ測定条件が変わらない場合でも、付加的な行動情報
（ラベル付きデータ）によって、収集したデータが、それを評価する人にとってより有用
になる。
【００３９】
　以下の実施例は、適切な測定条件の理解をより良好にすることを目的とするものである
。
【実施例１】
【００４０】
　体重測定
　体重は、測定をしたのが、食べること、飲むこと、およびバスルームに行くことの前か
後かに依存して、著しく変わる可能性がある。被監視者に対する体重を測定する最も適切
な時は、朝であり、最初にバスルームに行った後で、食べたり飲んだりする前である。設
置した行動監視システムを用いて、測定がこれらの条件で行なわれたか否かを検出するこ
とができる。
【００４１】
　この場合、被監視者に適切な条件を思い出させるということは。起床後にまだバスルー
ムには行っていないことが検出されたということを意味し、バスルームに行った後に測定
を行なうように要求する（図６を参照）。
【実施例２】
【００４２】
　血糖測定
　血糖レベルは完全に食料摂取に依存している。設置した行動監視システムを用いて、セ
ンサを可能な食料源、冷蔵庫、納戸に付けることによって、被監視者が潜在的に食料摂取
を行なったか（これは、所定の測定条件に適合しない）否かを検出することができる。
【００４３】
　血糖測定の場合、適切な測定条件を設定することは通常できないため、食料摂取情報を
データに加えることを行なう（図７を参照）。
【実施例３】
【００４４】
　血糖測定
　血圧およびＥＣＧの測定結果は、測定前に行なった行為の量および激しさに依存してい
る。行為データを、身体装着式センサから得て、行為および激しさの両方に対してかなり
正確な測定を行なうことできるか、または設置したセンサから得て、生活領域における過
剰な量の動きに関するデータを提供することができる。また、設置したセンサが、被監視
者が帰宅したばかりだと示す場合には、被監視者には測定前に休息時間も必要である。
【００４５】
　このような場合、適切な測定条件を形成することは容易であり、被監視者に必要なのは
ただ数分間休息することである。ホーム・ハブは、被監視者に休息時間が十分だったか否
かを思い出させることさえでき、測定を行なうことができる（図６を参照）。
【００４６】
　この書面の説明では、実施例を用いて、本発明を、ベスト・モードも含めて開示すると
ともに、どんな当業者も本発明を作りおよび用いることができるようにしている。本発明
の特許可能な範囲は、請求項によって規定されており、当業者に想起される他の例を含ん
でいても良い。このような他の実施例は、請求項の文字通りの言葉使いと違わない構造要
素を有する場合、または請求項の文字通りの言葉使いとの違いが非実質的である均等な構
造要素を含む場合には、請求項の範囲内であることが意図されている。
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